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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

タイ国内における特定の従業員研修に対する税制優遇措置に関する規

定 

2025 年 4 月 10 日に発行された所得税に関するタイ歳入局長通達（第 456 号）

は、勅令第 792 号（2025 年 3 月 20 日発行）に基づき、2024 年 5 月 1 日から

2024年 11月 30日までの間に、企業又は法人組合が従業員研修を開催するため

に支出した適格費用に対して認められる法人所得税の追加控除に関する規則、

基準、条件を定めています。タイの特定の訪問者の少ない県又は指定された地

域（通達に記載された地域を含む）で従業員研修を開催するために発生した適

格費用については、100％の追加控除（すなわち、合計 200％の控除）が適用

され、タイのその他の地域で研修を開催するために発生した適格費用について

は、50％の追加控除（すなわち、合計 150％の控除）が適用されます。 

追加控除を受けるためには、その研修が、会社又は法人組合の従業員の知識や

能力を高め、その事業に利益をもたらす目的で開催されたものでなければなり

ません。 

対象となる経費は、研修の会場費、宿泊費、交通費、その他研修開催に関連す

る費用、及び 2024年 5月 1日から 2024年 11月 30日までに発生した、観光ガ

イド法に基づき登録された観光事業者に支払われた研修に関連するサービス料

です。会社又は法人組合は、一定の研修プロジェクトと関連書類を税務調査時

に調査官に提供できるように保存しておく必要があります。 

https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/southeast-asia/en/docs/services/tax/2025/sea-th-tax-newsletter-may2025-en.pdf


勅令第 792号に基づく税制優遇措置の適用を受ける企業又は法人組合は、2005

年 10月 15日に公布された勅令第 437号に基づき認められる特定の従業員研修

費用に対する税制優遇措置の適用を申請することはできません。 

支払者に代わって源泉所得税を徴収し送金する代理人の選任に関する

規定  

2025 年 4 月 11 日に発行された所得税に関するタイ歳入局長通達（第 457 号）

では、会社又は法人組合である支払者に代わって源泉所得税を徴収し送金する

代理人の選任基準、手続、条件が定められています。この通達に基づき、会社

又は法人組合は、複数の支払者が会社又は法人組合である単一の受取人に対

し、源泉徴収の対象となる支払を行う場合であって、支払者に代わって源泉所

得税の徴収、申告及び納付を行う代理人として支払者から選任される場合に

は、源泉所得税を徴収する都度、源泉徴収票を発行する義務を免れることがで

きます。この通達は 2025 年 7 月 1 日以降の支払に適用され、主な特徴は以下

のとおりです。 

• 任命契約書には、源泉徴収の対象となる所得の受取人である会社又は法人

組合を、支払人に代わって所得税の源泉徴収、申告及び納付を行う代理人

として任命することに支払人が同意することが明記されている必要があり

ます。 

• 任命契約書には、代理人の任命及び権限の開始日及び終了日を明記する必

要があります。 

• 任命契約書には、タイ国税局の電子システムを通じて納付する印紙税が課

されている必要があります。 

• 任命契約書及び全ての関連書類は、支払人と代理人の双方の本社に保管さ

れている必要があります。これらの書類は、税務調査官が閲覧できるよう

にされている必要があります。 

• 代理人は、タイ国税局の電子システム、すなわち電子申告システム、源泉

所得税ソフトウェアコンポーネント（SWC）、又は源泉所得税サービスシ

ステム（SVS）（該当する場合）を通じて、源泉所得税申告書（PND.53）

を提出し、納付者に代わって納付すべき源泉所得税を送金しなければなり

ません。代理人は関連する電子システムを通じて代理人として行動するた

めの登録を行い、諸条件について承諾する必要があります。 

代理人は、源泉所得税の徴収と送金が完了した後、提出された PND.53 及びタ

イ歳入局が発行した公的領収書を源泉所得税の控除のための証拠書類として使

用することができます。 

大型商用電気自動車への投資に対する税制優遇措置の承認  

タイ内閣は、大型商用電気自動車（電気バス又は電気トラック）への投資に関

して、関連閣議決定日（すなわち 2025 年 3 月 27 日）から 2025 年 12 月 31 日

までに発生した特定の費用に、企業又は法人組合に法人税の追加控除を認める

勅令のドラフトを原則として承認しました。勅令ドラフトの主な特徴は以下の

とおりです： 

• タイで生産又は組み立てられた特定の電気自動車への投資に対して、実際

に発生した支出の 100％（つまり合計 200％）を追加控除するものです。 



• タイ国外で完全に組み立てられ、タイに輸入される特定の電気自動車への

投資については、実際に発生した支出の 50％（つまり合計 150％）を追加

控除することができます。 

• 税制優遇措置を適用する企業や法人組合は、投資計画、支払スケジュー

ル、大型商用電気自動車の詳細を作成し、タイ歳入局長に提出する必要が

あります。 

• 電気バスや電気トラックは、国土交通法（the Land Transport Act）に定めら

れた旅客、動物、貨物の輸送に関する運送免許を申請できる車両でなけれ

ばなりません。特に、電気自動車は未使用のもの（つまり新車）でなけれ

ばならず、2025年 12月 31日までに取得し、事業目的に使用できる状態に

する必要があります。 

勅令が発効されるためには、勅令の最終版が官報に掲載されなければなりませ

ん。税制優遇措置の基準、手続、条件はタイ歳入局長によって発表されます。 
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